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無形文化遺産分類にみられる差異
　　　―中国と日本の比較を中心に―

はじめに

無形文化遺産とは、民俗文化財、フォークロア、口承
伝統などの無形の文化遺産を指す。2003年の第 32回ユ
ネスコ総会で採択された『無形文化遺産保護条約』の第
2条では、「無形文化遺産とは、慣習、描写、表現、知
識及び技術並びにそれらに関連する器具、物品、加工品
及び文化的空間であって、社会、集団及び場合によって
は個人が自己の文化遺産の一部として認めるものをい
う」と定義している。特に中国と日本は「一衣帯水」の
隣国で、ともに東アジアに属しており、両国の伝統文化
に共通のものが多いということは、理解に難くない。し
かし、それぞれの社会環境や歴史的境遇が異なることか
ら、両国の文化を反映した差異もみられる。とりわけ、
無形文化遺産の分類に関しては差異も多い。そこで、中
日における無形文化遺産の分類について述べてみたい。

Ⅰ中国の無形文化遺産についての分類

（1）無形文化遺産についての定義
中国では、文化遺産と自然遺産は有形的、物質的であ
るとされるのに対して、無形文化遺産は非物質文化遺産
と称されている。世界遺産は建造物など形があり、動か
ないものであるのに対し、無形文化遺産は形にならない
人間が持つ知恵や習慣などを指す。中国は国際条約の概
念に照らして、次のように定義づけをした。無形文化遺
産は、人びとの慣習・描写・表現・知識及び技術並びに
それらに関連する器具、物品、加工品及び文化的空間の
ことを言う。つまり、無形文化遺産とは、各民族が代々
伝承し、一般庶民の生活と密接にかかわっている各種伝
統文化の表現形式、「例えば民俗活動、演技芸術、伝統
知識と技能、及びそれと関連する器具、実物、手作業製
品等」と文化空間のことで、それには口承伝統・文化
キャリアとしての言語、伝統演技芸術、民俗活動・儀
礼・節句、自然界と宇宙に関する民間伝統知識と実践、
伝統工芸技能及びこれらの表現形式とかかわる文化空間
が含まれている。

（2）無形文化遺産についての分類
無形文化遺産については 2008年現在「非物質文化遺
産保護法」が立法過程にあるが、中国の無形文化遺産と
いっても幅広いため、これに先立って 2006年 6月に
国務院が、ユネスコ総会で採択された「無形文化遺産保
護条約」という法律や中国の実情に基づいて、第一回の
「国家級非物質文化遺産」のリストとして 518項目を公
表している。リストでは、無形文化遺産を民間伝承、民
間音楽、民間舞踊、伝統芝居、寄席演芸、曲芸・競技、
民間美術、伝統手工芸、伝統医薬、民俗等の十種類のも
のに分けている。また、中には春節などの年中行事、梁
祝などの伝承や説話、京劇や昆曲などの伝統芸能・伝統
音楽のほか、太極拳や鍼灸も含まれている。

Ⅱ日本の無形文化遺産についての分類

（1）無形文化遺産についての定義
日本の「文化財保護法」は 1950（昭和 25）年 8月

29日に施行された。この法律の第四章では、無形文化
遺産保護に関する制度も完備された。無形文化遺産保護
に関する制度の本源に溯ると、前身である 1919（大正
8）年に公布された「史蹟名勝天然記念物保存法」、
1929（昭和 4）年に公布された「国宝保存法」制定、及
び 1933（昭和 8）年に公布された「重要美術品等の保
存に関する法律」の中では、無形文化遺産保護に関する
制度がすでに含まれている。日本の文化財保護法第 2
条第 1項第 2号では、演劇、音楽、工芸技術その他の
無形の文化的所産で、日本国にとって歴史上又は芸術上
価値の高いものを、「無形文化財」と定義している。地
方公共団体の文化財保護条例等においても同様に、文化
財の種類の一つとして「無形文化財」を規定している場
合がある。文化財保護法によると、日本では、文化財を
有形文化財・無形文化財・民俗文化財（有形民俗文化財
と無形民俗文化財）・記念物・伝統的建造物群の五つに
分類している。日本の分類から見れば、中国の無形文化
遺産は日本の「無形文化財」と「無形民俗文化財」を統
合したものと考えられる。
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